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☆主要判決全文紹介［東京地裁］［上］………… ⑴

主 要 判 決 全 文 紹 介

【本判決の要旨、考察】

１．特許請求の範囲
【請求項１】「…平均重合度が、該セルロース粉末を塩酸2.5Ｎ、15分間煮沸して加水分解させた後、粘
度法により測定されるレベルオフ重合度より５〜300高いことを特徴とするセルロース粉末。」

２．実施可能要件〇（特許法36条４項）
⇒実施可能要件では、当該条件で測定できるか否かが問題とされた（本件発明の課題を解決できるよ
うに実施できるか、までは議論が及ばなかった。）。

≪東京地方裁判所≫
特許権侵害行為差止等請求事件

（「セルロース粉末」事件−実施可能要件〇、サポート要件×と判断が分かれた事例。）
［上］（全２回）

−平成29年（ワ）第24598号、令和２年３月26日判決言渡（柴田裁判長）−


